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星空に優しい安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置等促進事業補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、星空に優しい安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置等促進事業補

助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。  

 

（交付目的）  

第２条 本補助金は、市町村等が行うＬＥＤ防犯灯（以下「ＬＥＤ防犯灯」という。）の新たな設

置及び既設の防犯灯からの更新を促進し、もって、星空や環境に優しいＬＥＤ防犯灯の整備によ

る犯罪のないまちづくりの推進を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付）  

第３条  県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「対象事業」と

いう。）について、次に掲げる市町村に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。  

（１）対象事業を行う市町村  

（２）別表の第２欄に掲げる者に対し、間接補助金を交付する市町村  

２ 本補助金の額は、以下に掲げる経費の合算額に、同表の第４欄に定める率を乗じて得た額以下

とする。 

ただし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 （１）市町村が行う対象事業に要する別表第３欄に掲げる経費 

 （２）対象事業を行う別表第２欄に掲げる者に、同表第３欄に掲げる経費に対して市町村が交付

する間接補助金の額 

３ 本補助事業の対象は、次の各号の全てを満たすものとする。 

（１） ＬＥＤ防犯灯は、夜間における犯罪の防止を図るための照明器具で、道路や公園など  

不特定の者が利用する公共性のある場所に設置するものをいい、上空への光の漏れが少なく、

明るさが 1,200lm 以下のものであること。  

（２）ＬＥＤ防犯灯は、鳥取県星空保全条例（平成２９年鳥取県条例第４７号）で指定された

星空保全地域内においては、当該星空保全地域内に適用される星空保全照明基準における屋

外照明器具の基準を満たすこと。 

４ 鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、対象事業の実施にあ

たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等）  

第４条 本補助金の交付申請は、その年度の１月末日までに行わなければならない。  

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号

及び様式第２号によるものとする。  

 

（交付決定の時期等）  

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとす

る。  

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。  

 

（間接交付の条件）  

第６条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、第３条第１項に規定する

間接補助金（以下単に「間接補助金」という。）を交付するときは、その交付を受ける者（以下

「間接補助事業者」という。）に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表

の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた

内容の条件を付さなければならない。 

 

 

第１２条（第４項を  補助事業者等   間接補助事業者  
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除く。）、第１３条

及び第１４条、第１

６条第２項後段、第

１７条、第２５条及

び第２６条  

 

 交付決定   間接交付の決定  

 補助事業等   間接補助事業  

 知事   補助事業者  

 様式第２号による   補助事業者が定める  

 対象事業   間接補助事業  

 様式第３号による   補助事業者が定める  

 補助金等及び間接県費補助金等   間接補助金  

 

（承認を要しない変更）  

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。  

（１）対象経費の増額  

（２）交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更  

２ 第４条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。  

 

（間接的な変更等の承認）  

第８条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条件に基づ

き、間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第３号によ

る申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 第４条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。  

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、次に掲げる変更等を定めては

ならない。  

（１）間接補助事業の対象経費の増額  

（２）間接補助事業の中止及び廃止  

 

（指示等の報告）  

第９条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定に

準じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を

受けたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等）  

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日

までに行わなければならない。  

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若し

くは廃止、間接補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から２０日を経過する日  

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年

度の翌年度の４月２０日  

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それ

ぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。  

 

（間接補助金の支払）  

第１１条 補助事業者は、間接補助事業にかかる本補助金の支払を受けたときは、その支払を受け

た額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（財産の処分制限）  

第１２条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、

知事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具  

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの  

３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。  
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（間接的な財産処分の承認）  

第１３条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第２５条第２項の規定に準じた内容の条

件に基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければな

らない。  

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。  

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項ただし書の期間を定める

に当たっては、前条第１項に定める期間より短い期間を定めてはならない。  

４ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項第４号の財産を定めるに

当たっては、次に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産を定めるこ

とを妨げない。  

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具  

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの  

 

（雑則）  

第１４条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、生活環

境部長が別に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成３０年６月２１日から施行し、平成３０年度事業から適用する。  

 

 この要綱は、平成３０年８月２８日から施行し、平成３０年度事業から適用する。  

 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度事業から適用する。  

 

この要綱は、令和４年３月２４日から施行し、令和４年度事業から適用する。  

 

別表  

１  

対象事業  

２  

間接補助事業

実施主体  

３  

対象経費  

 

４  

補助率  

 

星空に優

しい安全

なまちづ

くりＬＥ

Ｄ防犯灯

設置等促

進事業  

自治会、町内

会等  

ＬＥＤ防犯灯の新設（平成 30 年６月 20 日以前に設置されたＬ

ＥＤ防犯灯を第３条第３項に該当するＬＥＤ防犯灯に替える

場合を含む。）又はＬＥＤ防犯灯以外の既設防犯灯からＬＥＤ

防犯灯への更新に係るＬＥＤ灯火の代金、灯火の笠又はシェー

ド等の代金、自動点滅器の代金、取付金具・諸材料代、設置作

業代及び諸経費（ただし、工事請負費又は委託費については、

県内事業者が施工又は実施したものに限る。）  

※設置作業代、諸経費及び値引き額は対象経費によるものと、

対象外経費によるものとに按分する。  

１／４  

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

 

 

 年度星空に優しい安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置等促進事業計画（報告）書 

 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績） 

事業名 

 

事業費 

 

補助事業に要す

る（した）経費 

負担区分  

県費 その他 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

計       円       円       円       円 

   ※「その他」で、県以外の補助金がある場合は、（ ）で補助機関名及び補助金を記載するこ

と 

 

 

３ 事業完了（予定）年月日     年  月  日 

 

 

４ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） 

活用する補助金名 事業内容 問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補

助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

 

５ 添付資料等 

  事業費の詳細並びに設置作業を行う予定の（設置作業を行った）事業者の住所及び名称等がわ

かる資料（見積書、請求書及び見積書又は請求書の発行者の住所が鳥取県外である場合は、当該

発行者が事業を行うために必要な施設を鳥取県内に有することを示す資料） 

 

  



様式第２号（第４条、第１０条関係） 

 

 

 年度星空に優しい安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置等促進事業収支予算書（決算書） 

 

 

１ 収入 

（単位：円） 

予算額（決算額） 備考 

 県補助金 市町村負担額 他の助成金 その他 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支出 

（単位：円） 

本年度予算額（又は本年度

決算額） 

うち補助対象となる経費 

 

算出基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第３号（第５条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

職氏名            印 

 

 年度星空に優しい安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置等促進事業補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった星空に優しい安全なまちづく

りＬＥＤ防犯灯設置等促進事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交

付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下

記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

  本補助金の補助事業の内容は、申請書記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

     （１）算定基準額   金        円 

     （２）交付決定額   金        円 

 

３ 経費の配分 

  本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対する交付決定額は、申請書記載のと

おりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、星空に優しい安全なまちづくりＬＥＤ

防犯灯設置等促進事業補助金交付要綱（平成３０年６月２１日付第２０１８０００８０５０９号鳥

取県生活環境部長通知。以下「要綱」という。）第４条第２項を適用して算定した額と、前記２の

（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規則に従わなければ

ならない。 


